
 

 

公益財団法人 日本近代文学館 維持会会則 

 

 

 

（１） 公益財団法人日本近代文学館（以下「館」という）定款 36条の会員規定に基づ

き維持会員をおきます。 

（２） 館の目的・事業に賛同し、毎年一定の維持会費を館に寄付する個人及び法人・

団体を維持会員とします。 

（３） 会員に対し理事長は収支決算を報告します。 

（４） 会員の館閲覧室の利用は無料とし、研究室・講堂などの施設の利用は会員料金

とします。 

（５） 会員は館の行う展覧会・講演会・講座など各種行事の案内を受け、招待または

優待されます。（但し特定のものを除く） 

（６） 会員は館報の無料配布を受け、館の出版物の割引購入をすることができます。

（但し特定のものを除く） 

（７） 会費の年額は下記の通りとし、払込み方法は一時払い、分割払いのいずれでも

けっこうです。但し会費の有効期間は毎年4月1日から3月31日までとします。 

イ 個   人  １口 １万円 

ロ 法人・団体  １口 ６万円 

 

 

付則 この規定は 2011年 8月 3日から施行します。 

 

 

 

 

 



公益財団法人 日本近代文学館 友の会会則 

 

 

 

（１） 本会は日本近代文学館友の会と称し、会員は公益財団法人日本近代文学館（以

下「館」）という定款 36条の会員規定に基づいています。 

（２） 本会は館の利用者として会費をご寄付いただいた方々と館との密接な連絡を図

ることを目的とします。 

（３） 入会資格は原則として満 18歳以上とします。 

（４） 入会するときは館事務局宛に申し込み手続きをし、会員証の交付を受けてくだ

さい。 

（５） 会員証は本人に限り有効とし、有効期間は毎年 4月 1日から 3月 31日までとし

ます。 

（６） 会費は年額 5,000円とします。但し 10月以降に新規ご入会される場合、その年

の会費は 2,500円とします。 

（７） 会員には次の特典があります。 

イ 館の閲覧室を会員料金で利用できます。 

ロ 館の行う展覧会・講演会など各種行事の案内を受け、招待または優待を受 

けられます。（但し特定のものを除く） 

ハ 館報の無料配布を受け、館の出版物の割引購入することができます。（但し 

特定のものを除く） 

（８） 会員は住所変更した際、館事務局に届けてください。 

（９） 会員証の有効期間を過ぎても継続の手続きのないときは自然退会とみなします。 

（毎年度末に継続手続きのご案内をいたします。） 

 

付則 この規定は 2011年 8月 3日から施行します。 

 


